
事 務 連 絡

平成 31年 4月 25 日

公益社団法人全日本病院協会御中

厚生労働省医政局地域医療計画課

麻しんに関する特定感染症予防指針に基づく依頼事項について

標記について、別添(写)のとおり厚生労働省健康局健康課長及び結核感染

症課長より各衛生主管部(局)長宛て送付されましたので、その趣旨を御了知

いただくとともに、関係者への周知方よろしくお願いいたします。また、別添

中の厚生労働省健康局健康課長及び結核感染症課長より公益社団法人日本医師

会感染症危機管理対策室長宛てに発出された通知についても併せてご確認をお

願いします。
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健健発0425第 1号

健感発0425第 1号

平成31年 4月25日
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厚 生労働省健康局健康課 長

(公印省略)

厚生労働省健康局結核感染症課長

(公印省略)

麻しんに関する特定感染症予防指針に基づく依頼事項について

平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り識にありが

とうございます。

別紙 1 i麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正についてJ (平成31年

4月19日健健発0419第 1号厚生労働省健康局健康課長通知・健感発0419第 1号結

核感染症課長通知)により、平成31年 4月19日付けで麻しんに関する特定感染症

予防指針(平成19年厚生労働省告示第422号。以下「指針Jという。)が改正され

たことを通知いたしました。

同通知において「追って、改正後の指針に基づき、依頼事項を整理の上、通知

する予定」としていたところですが、今般、改正後の指針に基づき、下記 1""'4

のとおり依頼事項を整理しましたので、貴殿におかれましては、指針の主な改正

内容等とあわせて御了知の上適切に対応いただくとともに、貴管内市町村(保健

所を設置する市及び特別区を除く。)に周知していただくよう.お願いします。

また、同通知等において既に御連絡したとおり、風しんに関する特定感染症予

防指針(平成26年厚生労働省告示第122号)についても同時に改正することを予定

しておりましたが、風しんに係る状況に変化があったことを踏まえ、第29回厚生

科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第30回厚生科学審

議会感染症部会(合同開催) (平成31年 1月28日開催)において当分の間改正を据

え置くことが決定されています。一方で、下記 3及び 4の依頼事項につきまして

は、風しん対策にも同様に資するものであることから、風しんも想定した対応を

取っていただくよう御協力をお願いします。
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なお、改正後の指針第三の三の 1等の記載に基づき、別紙 2""'4のとおり民生

主管部局、(公社)日本医師会、母子保健主管部局等に対し通知を発出しているこ

と、改正後の指針第三の三の 2等の記載に基づき、外務省及び国土交通省等の関

係機関に協力を求めていることを申し添えます。

記

1 母子保健主管部局と連携し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第 1

項第 1号に規定する健康診査の機会を利用して、当該健康診査の受診者の麻し

んのり患歴(過去に検査診断で確定したものに限る。以下同じ。)及び第一期(生

後12月から生後24月に至るまでの間)の定期の予防接種(予防接種法第第 2条

第4項の定期の予防接種をいう。以下同じ。)の接種歴(母子健康手帳、予防接

種済証等の記録に基づくものに限る。以下同じ。)を確認し、麻しんに未り患又、

は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの第一期の定期の予防接種を受

けていない場合には、受け忘れ等がないよう、再度の接種勧奨を行うこと。

2 教育委員会と連携し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定

する健康診断(以下「就学時健診Jという。)の機会を利用して、当該就学時健

診の受診者の麻しんのり患歴及び第二期(小学校就学の始期に達する日の 1年

前の日から当該始期に達する日の前日までの間)の定期の予防接種の接種歴を

確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの第

二期の定期の予防接種を受けていない場合には、受け忘れ等がないよう、再度

の接種勧奨を行うこと。

3 -都道府県が感染症の専門家、医療関係者、市町村の担当者等の関係者と協働

して設置した麻しん・風しん対策の会議は、管内の各市町村における麻しんの

定期の予防接種について、第一期に接種した者の割合及び第二期に接種した者

の割合がそれぞれ95%以上となるように定期接種率の向上策の提言を行い、都

道府県は当該提言を踏まえて管内の各市町村に対して働きかけること。この際、

国立感染症研究所が取りまとめた「都道府県における麻しん風しん対策会議等

に関するガイドライン(第二版:暫定版)Jを参考にすること。

4 都道府県等においては、複数の都道府県等にまたがって広域的に麻しんが発

生した場合に備え、都道府県等相互の連携体制をあらかじめ構築しておくこと。

なお、今後、厚生労働省において、自治体間で即時に麻しんに関する発生情報

を共有できる仕組みを整備(感染症発生動向調査システムの改修)し、運用開

始のお知らせを行う予定であることを申し添える。
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参考 1 :改正後の指針全文

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf 

参考 2 :都道府県における麻しん風しん対策会議等に関するガイドライ'ン

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/GLMM_160603.pdf 
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<別紙 1> 

健健発0419第 1号

健感発0419第 1号

平成31年 4月 19日
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厚生労働省健康局健康課 長

( 公 印 省 略 )

厚生労働省健康局結核感染症課長

( 公 印 省 略 )

麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(通知)

平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありが

とうございます。

我が国における麻 Lん対策は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律(平成10年法律第114号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)に基

づき策定される麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年厚生労働省告示第

422号。以下「指針Jという。)に沿って実施することとされています。

今般、厚生科学審議会における議論を踏まえ、指針を別紙 1のとおり改正しま

した。主な改正内容等は下記のとおりですので、貴殿におかれましては、御了知

の上、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)に周知していただ

くようお願いします。

追って、改正後の指針に基づき、依頼事項を整理の上、通知する予定です。

なおれ風しんに関する特定感染症予防指針(平成26年厚生労働省告示第122号)

についても同時に改正することを予定しておりましたが、別紙 2の「予防接種法

施行令の一部を改正する政令等の施行等についてJ(平成31年 2月 1日健発0201第

2号厚生労働省健康局長通知)において既に御連絡したとおり、風しんに係る状

況に変化があったことを踏まえ、第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科

会予防接種基本方針部会・第30回厚生科学審議会感染症部会(合同開催) (平成31

年 1月28日開催)において当分の間改正を据え置くことが決定されていることを

申し添えます。
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記

第一 改正の趣旨

指針は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防

接種法に基づき、麻しんに係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止等を

図るために定められ、少なくとも 5年ごとに再検討を加え、必要があると認め

るときはこれを変更することとされており、今般、昨今の麻しんを取り巻く状

況の変化を踏まえ改正を行う。

第二 主な改正内容

1 定期の予防接種の実施率向上に向けた対策を強化するため、

国が、都道府県を通じ、各市町村に対して、第 1期及び第 2期の定期接

種率がそれぞれ95%以上となるように働きかけること(改正後の指針第三の

二の 2関係)

麻しん・風しん対策会議が、予防接種率の向上策について提言を行い、

都道府県は当該提言を踏まえ各市町村に対して働きかけること(改正後の指

針第七の三の 1関係)

2 児童福祉施設等及び医療機関等の職員等のうち、 0歳児、免疫不全者及び

妊婦等と接する機会の多い者に対し、麻しんの予防接種を受けることを強く

推奨すること(改正後の指針第三の三の 1等関係)

3 輸入症例への対策を強化するため、海外に渡航する者及び空港職員等に対

し、麻しんの予防接種を受けることを推奨すること(改正後の指針第三の三

の 2等関係)

4 広域感染発生時の対応を強化するため、

国が、都道府県等間での情報共有及び連携体制の方針を示し、技術的援助

の役割を積極的に果たすこと(改正後の指針第二の五関係)

各都道府県等においても都道府県等相互の連携体制をあらかじめ構築し

ておくことが必要であること(改正後の指針第二の五関係)

5 その他所要の改正を行う。

第三適用期日

平成31年 4月19日

参考:改正後の指針全文

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf 
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遺べ」イ保入る内を地 年 。等もし限 。齢 ん る
、F

お ら 大 大 防 し対」
伝イがラ健株。の目域 に 、 た 措

) 

層 の 効 と し1 、規 き そ 追 接 ん 象
子ラ示ン機と麻各標の 開 方 お平 取置 カ1 発 果 カミ て 時 模 く の 力日 種 及 者
型ンさス関のし国にう {崖

、
け成 高且は 薄 麻 生 カ2課 麻 限 な 上 結 す を び

解スれ制西鑑んは掲ち さ 麻 る二 の当 く し の F艮題 し措 集 昇 果 る そ 風
、

析制、度 太別 排、 げ玉 れ し 大十 結初 広 ん 中 定 と ん 置 団 し、 措 れ し 中
に 度 ま の平が除目 、地 た ん 規八 果の く JL、的 し の を 発 、麻 置 ぞ ん 主寸ι一

よ のた下洋可の標我域 世 を 模年 、予 存 対 と で て 予 行 生 当 し れ( 

り下、、地能定のがに 界 取 なに平 定 在 す な あ 残 防 'つ の 該 民ん 以 り年
、麻土 域と義達国お 保 り 集は成 ど す る dつ る てコ 接 た f商年 の 下 回 患 生

そ土 し着 事なは成をい 健 巻 団百 お る 免 て とて 種 当 失 齢 予 「ず し及
の着 ん性 務つ、に含て 総 く 発六 十 りこ 疫 し1 予 し、 を 初 及 層 防 時 イコ た 。、

こ性 排の 局た遺向め麻 iヨhミh 世 生十 年 平 と を る 想、 た の び 接 m~ J戸lt
、，

高」
との 除感 よこ伝け、し 界 は五 成 カヨ 持 ヲー さ カま 回 目抗 お 種 措 け と校」
が感 達染 りと子た世ん お の 見件 た とれ 、受 的 体 け を 置 た カヨ刀て

示染 成伝 新等検対界及 し、 状 らと万十 唆 な る 時 tナlま 保 る
'- 、，

あ 年」
唆伝 の播 たを査策保び て 況 れ着千四 さ し、 特

ちp

限 て ほ 有 麻 回 とと る 生」
さ播 認がな踏技が健風 な実十年 れ 者 定 と措 し、 ぼ 率 し受 し、 カミ 者
れが定一定ま術求 機 し 平 目 くに=度 て ( の 、置 な 達 の ん け うあ 又 相
る=基年義えのめ 関 ん 成 を な減件を し、 以 年 海 を し可 成 上 の た

。
る l土 当

こ 年 準 以と 、普ら 西のコ 向 つ少あも る 下 齢 外 延 者 さ昇 発 ヲ・ ) 

者 麻
すrl」

と間と上し平及れ 太排十 け てしつつ
ヲ，

層 か 長 カ1れ カミ 生 と を を し」 ーー「
」確し確て成にて 平除二 る き、たて と感 らす た 認 数 カま 実 除 ん 年
が認て認「二よい 洋を年 と た高麻終 等 J世且tF艮の る 定

。
め の あ 施 く及 齢|

示さ 「さ適十りる 地達ま
、

と等し了 を 性 ら 輸
、，

程 当 ら大 る し 。ひ、 の|」
され適れ切四土と域成で 平 こ学んし 踏 者 ず 入 と度 該 れ 中高 者 た

、、--'
風 者

れず切なな年着こ事すに 成 ろ校のたま 」ーー 全 例 で 存 年 た な の 。を し "-"1 
た、ないサに株ろ務る世 でや報。え と て カヨ 千尋 在 齢

ヲ，
減 割 時 ん 既l」

。まサこ l世とで局こ界 あ大告こ 麻 らす 層 i口k 十 し、 の と少 限 の
た!とベ界輸あ・管と六 四 る学数う時 う年 しれ る 7P 、が 的 予 麻

年義えの播 カ2「め 関ん|関
以と 、普が 国 ら西の西
上し 平及継 年 外 れ 太排太 方
確て成に 続 間 で て 平除平

、

認「二よ し 感 き 洋を洋 麻
さ適十りな 人 染 た 地達地 し
れ切四土い 口 しと域成域 ん
なな年着状 百 た こ事 す事 を
いサに株態 万 者 ろ務る務 取
こ l世とに 人 カ2で局と局 り
とベ界輸あ 当 国 あ管いは 巻
」 イ 保 入る た 内 る内う く
がラ健株こ りで 。の目辛 世
示ン機とと 発 麻各標成 界
さス関の」 f9tl 症 し 国 を 二 の
れ制西鑑 と 未 す んは掲十 状
、度太別さ 満 る 排、げ四 況

まの 平がれ で 場 除目 、年

た 下 洋 可て あ i口k の標我(目
、地能い りを 定のが二 を

麻土 域とた 、除 義達国千 向
し着 事なが iJ、き は成を十 け
ん株 務つ、つ

、、
に 含二 る

排 lこ 局た遺 麻 平 向め年 と
除よ よこ伝ウ し成 け、) 、

達る りと子イ ん た世ま 世
成感 新等検ル の 十 対界で 界
の染 たを査ス ~ 年 策 保 に 保
認がな踏 技の 断 が 健 麻 健
定一定ま 術伝 伊jl土 求|機し 機

η
J
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第 第 向育こ し1 両 成 の 除

一 とけ ( 性関と本う 熱 人 輸 達 我
居。症 をた 平 略 を係を指 、が 入 成 カヨ
出以の麻麻(原 目と 成目

、、・__.
示者目針-'-" 発 麻 例 の 国

に下息しし略因 標 こ 二 標 し等標はの し し を 認
よ「者んん)の とろ 十 たがと 、愚 ん ん 契 定 お
り感 にのの 究 すで 七 も連しこ 者 等 の 機 を し、
、染 対発発 明 るあ 年 の携、れ 数 の 発 と J戸ιZ て

国症 す生 生 。る に| でしそら カ2典 症 す け l土
内法 る動動 カヨ 世 あてのの 型 例 る た

、

で」医向 向 、界 る取た状 定 的 の 麻 と 平
発と療のの ヲ|保 。りめ況 の な 多 し

、，
成」

生いに調調 き 健 組にを 割 麻 く ん ろ
しう関査査 続 機 ん、踏 メ口b、しを の で 十
た 。 す に及 き 関 で固ま で ん 占 集 あ 七

全1;るつび 麻に い、え 存 の め 団 る 年
て第法い対 しよ く地 在 症 て 発 カ2
の 十 律 て策 んる べ方引 す 状 し、 生 、世

症二(はの の麻 き公き る を る 事 そ 界
例条 平、実 排し 施共続 よ 伴 と例 の 保
をの 成感 施 除 ん 策団き うわ とが 後 健
把規 十染 の 排 に体排に な も 起 も 機
握定 年症 状除 つ 、 除 な し、 き 散 関
すに法の 態達 い医状つ 軽 て 発
る基律予 を 成 て療態て 症 修 し、 的 よ
もづ第防 維の の闘をき の 飾 る る
のく百及 持 認 新 係 維 て 麻 麻 ロ海 麻
と医十び す定 た者持い しし ま 外 し
す師四感 るを な、する ん ん た か ん
るの号染 方教る を ( 

、ら 担ド

第 第 で国か 排 明 国 平 る二基
状よ (し、、つ 除 本 し及 洋 こ年準

因。症 態る平 略く地 を 指 て び 地 と聞と
内以の麻 麻(原 を麻 成目 )べ方そ 達 針 お 地 域 」確し

で下愚しし略因 維し 二 標 き 公 の 成 iま り域 の が認て
発「者ん ん ) の 持ん 十 施共後 し

ヲ， 、で 示さ「」
生法|にのの 究 す の 七 策団も 、の 同 土 十 され適
し」対発発 明 る排 年 に体排世 よ 機 着 七 れず切
た と す 生生 こ除 度 つ、除界 フ 関 株 の た、な
す いる動動 とのま い 医 状 保 な の 国 。まサ
J、。、う医向 向 を認で て療態健 状 よ 流 及 世 た l
て 。療のの 目定に の 闘 を 機 況 る 行 び 界 遺べ
の)に調調 標を麻 新 係 維 関 を 排 が 地 保 伝イ
症第関査査 と受 し た 者 持 に 手3主~ 除 生正 域 健 子ラ
例十すに及 す け ん な、すよ け ロ忍 くの 機 型ン
を二るつび る 、の 方教るる

、
定 な う関 解ス

把条 法い対 。か 排 向 育 こ 麻 平 作 てコ ち l土析制
握に律て 策 イコ 除 性 聞 と し 成 業 て

、、
に度

す基(はの 、を を係をん ヵ=し、 我 平 よの
るづ平、実 そ 達 示 者 目 排 十 行 る ヵ=成 り下
もく成感施 の 成 し等標除 七 わ 可 国

、、

の医十染 f表 し たがと達 年 れ 官包 を 十 そ土
と師年症 も

、
も連し成 度 て 性 メ凶色、 四 の着

すの法の 麻世 の携、の ま し、 カミ め 年 こ株
る届律予 し界 でしそ認 で る あ 既 九 とに
。出第防 ん保 あての定 。る 月 がよ
に百及 の健 る取たを 麻

、~ 一一ー
示る」ー

よ十び 排機 。りめ受 し と十 、唆感

り四感 除 関 組にけ ん を 西 さ染
、号染 の に ん、 の 表 の 太 れが
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麻
し
ん
の
届
出

麻
し
ん
を
診
断
し
た
医
師
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
法
第
十
二
条

に
基
づ
き
、
診
断
後
直
ち
に
届
出
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
我
が
国
に
お
け
る
麻
し
ん
の
患
者
の
発
生
数
が
大
幅
に
減
少
し
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
風
し
ん
等
の
類
似
の
症
状
を
呈
す
る
疾
病
と
正
確
に
見

分
け
る
た
め
に
は
、
病
原
体
を
確
認
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
原
則
と
し
て
全
例
に
ウ
イ
ル
ス
，
遺
伝
子
検
査
の
実
施
を
求
め
る
も
の

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
迅
速
な
行
政
対
応
を
行
う
た
め
、
医
師
に
対

し
、
臨
床
診
断
を
し
た
時
点
で
臨
床
診
断
例
と
し
て
届
出
を
し
、
血
清
中

の
抗
麻
し
ん
ウ
イ
ル
ス

I
g
M
抗
体
検
査
等
の
血
清
抗
体
価
の
測
定
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
等
が
設
置
す
る
地
方
衛
生
研
究
所
に
お
い

て
ウ
イ
ル
ス
遺
伝
子
検
査
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
患
者
の
検
体
を

当
該
地
方
衛
生
研
究
所
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
臨

床
症
状
と
こ
れ
ら
の
検
査
結
果
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
結
果
、
麻
し
ん
と

判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
麻
し
ん
(
検
査
診
断
例
)
へ
の
届
出
の
変
更
を
求

め
る
こ
と
と
し
、
麻
し
ん
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
届
出
を
取

り
下
げ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
届
出

が
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
録
し
、
国
に
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。

四
日
本
医
師
会
と
の
協
力

国
は
、
日
本
医
師
会
を
通
じ
て
、
医
師
に
対
し
、
麻
し
ん
を
臨
床
で
診

断
し
た
場
合
に
は
、
三
に
規
定
す
る
内
容
に
即
し
た
対
応
を
行
う
よ
う
依

頼
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
麻
し
ん
の
診
断
例
の
届
出
に
際
し
て
、
愚

者
の
予
防
接
種
歴
を
併
せ
て
報
告
す
る
よ
う
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。

玉

麻
し
ん
発
生
時
の
迅
速
な
対
応

都
道
府
県
等
は
、
麻
し
ん
の
患
者
が
一
例
で
も
発
生
し
た
場
合
に
感
染

症
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
感
染
経
路
の
把
握
等
の
調
査
(
以
下
「
積
極

的
疫
学
調
査
」
と
い
う
。
)
及
び
ま
ん
延
防
止
策
を
迅
速
に
実
施
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
普
段
か
ら
医
療
機
関
等
の
関
係
機
関
と

-5 -

麻
し
ん
の
届
出
基
準

麻
し
ん
を
診
断
し
た
医
師
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
二
条
に
基
づ

き
、
診
断
後
七
日
以
内
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
迅
速
な
行
政
対

応
を
行
う
必
要
性
に
鑑
み
、
可
能
な
限
り
二
十
四
時
間
以
内
に
届
出
を
行

う
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
我
が
固
に
お
け
る
麻
し
ん
患
者

の
発
生
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
風
し
ん
等
の
類
似
の
症

状
を
呈
す
る
疾
病
と
正
確
に
見
分
け
る
た
め
に
は
、
病
原
体
を
確
認
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
全
例
に
検
査
の
実
施
を

求
め
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
迅
速
な
行
政
対
応
を
行
う
た
め

、
臨
床
診
断
を
し
た
時
点
で
ま
ず
臨
床
診
断
例
と
し
て
届
出
を
行
う
と
と

も
に
、
血
清

I
g
M
抗
体
検
査
等
の
血
清
抗
体
価
の
測
定
の
実
施
と
、
都

道
府
県
等
が
設
置
す
る
地
方
衛
生
研
究
所
で
の
ウ
イ
ル
ス
遺
伝
子
検
査
等

の
実
施
の
た
め
の
検
体
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
臨
床
症
状
と
こ

れ
ら
の
検
査
結
果
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
結
果
、
麻
し
ん
と
判
断
さ
れ
た

場
合
は
、
麻
し
ん
(
検
査
診
断
例
)
へ
の
届
出
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
と

し
、
麻
し
ん
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
届
出
を
取
り
下
げ
る
こ

と
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
届
出
が
取
り
下
げ

ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
録
し
、
国
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

日
本
医
師
会
と
の
協
力

国
は
、
日
本
医
師
会
を
通
じ
て
、
医
師
に
対
し
、
麻
し
ん
を
臨
床
で
診

断
し
た
場
合
に
は
、
「
三
麻
し
ん
の
届
出
基
準
」
に
即
し
た
対
応
を
行

う
よ
う
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
麻
し
ん
の
診
断
例
の
届
出
に
際

し
て
、
患
者
の
予
防
接
種
歴
も
併
せ
て
報
告
す
る
よ
う
依
頼
す
る
も
の
と

す
る
。

五
麻
し
ん
発
生
時
の
迅
速
な
対
応

都
道
府
県
等
は
、
麻
し
ん
の
患
者
が
一
例
で
も
発
生
し
た
場
合
に
法
第

十
五
条
に
規
定
す
る
感
染
経
路
の
把
握
等
の
調
査
を
迅
速
に
実
施
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
普
段
か
ら
医
療
機
関
等
の
関
係
機
関
と

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
国
は
、
国

立
感
染
症
研
究
所
に
お
い
て
、
当
該
調
査
及
び
ま
ん
延
防
止
策
の
実
務
上

の
手
順
等
を
示
し
た
手
引
き
の
作
成
並
び
に
職
員
の
派
遣
要
請
に
応
え
ら

れ
る
人
材
の
養
成
を
行
う
と
と
も
に
、
医
療
機
関
内
で
麻
し
ん
が
発
生
し

た
場
合
の
対
応
の
手
順
等
を
示
し
た
手
引
き
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
国
は
、
複
数
の
都
道
府
県
等
に
ま
た
が
っ
て
広
域
的
に
感
染
症

が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
都
道
府
県
等
間
で
の
情
報
共
有
及
び
連
携
体

制
の
方
針
を
示
し
、
技
術
的
援
助
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
と
と
も
に

、
各
都
道
府
県
等
に
お
い
て
も
都
道
府
県
等
相
互
の
連
携
体
制
を
あ
ら
か

じ
め
構
築
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

六

ウ

イ

ル

ス

遺

伝

子

検

査

等

の

実

施

都
道
府
県
等
は
、
医
師
か
ら
検
体
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
都
道
府
県

等
が
設
置
す
る
地
方
衛
生
研
究
所
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
全
例
に
ウ
イ

ル
ス
遺
伝
子
検
査
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
の
記
録
を
保
存

す
る
こ
と
と
す
る
。
検
査
の
結
果
、
麻
し
ん
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
た
場

合
は
、
可
能
な
限
り
、
地
方
衛
生
研
究
所
に
お
い
て
麻
し
ん
ウ
イ
ル
ス
の

遺
伝
子
配
列
の
解
析
を
実
施
し
、
国
に
報
告
す
る
又
は
国
立
感
染
症
研
究

所
に
検
体
を
送
付
し
、
同
研
究
所
が
遺
伝
子
配
列
の
解
析
を
実
施
す
る
こ

と
と
す
る
。
国
立
感
染
症
研
究
所
は
、
解
析
さ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
子

情
報
を
適
切
に
管
理
し
、
流
行
状
況
の
把
握
や
感
染
伝
播
の
制
御
等
に
役

立
て
る
こ
と
と
す
る
。

第

三

発

生

の

予

防

及

び

ま

ん

延

の

防

止

(
削
る
)

「

ム

/'¥ 

接 の で 千尋 を iiミ とに 国送遺合すル等 人の
種 玉 あ で I市平 五 発 す管立付伝はるスが都ウ 材手ま
の 年 る き 回 行 成 年 生 る理感し 子、 こ遺 設道 イ の順た
対 間 と な も し十 間 の 。し染、配可と伝置府ル 養等
象 を 考 か 一戸足主 た 九 実 予 、症同列能と子す県ス 成を国
者 麻 え 4つ け 主 年 施 防 流研研 の な す 検 る 等 遺 を示は

しら た て な し及 行究究 解 限 る 査 地 は 伝 行し
、ん れ 若 し、 原 、た び 状所所析り 。等方、子 うた国

中 の て しな 因 十 時 ま 況はが を 、 検 を 衛 医 検 も手立
E三益三子.L，. 排 し、 く か は 代 限 ん の、遺 実 地査実生師査 の引感

除 る iま てコ 、及 措 延 把解伝 施 方の施研か等 とき染
年 の 。免 た 当 び 置 の 握析子 す 衛結す究らの すの症
生 た

、F

疫 、吉"メす の 防 やさ配 る 生果る所検実 る作研」

と め の カミ 又 年 十 終 止 感れ 列 研、とに体施 。成究

高 の た 減 I土齢 代 了 染たの又究麻とおが や|所
校 対 め 設 層 の と 伝ウ解は所しもい提 職に

策 、し 回 の 年 総 播イ析国にんにて出 員お
年 期 国 た l土者 齢 括 の ルを立おウ、、さ のい
生 間 iま 者 J戸ιZ カミ 層 制ス実感いイそ原れ 派て

と 、が tナ を 御の 施 染 て ル の 則 た 遣
キ目 定 平 た 麻 中 等遺す症麻ス結と場 要当
当 め 成

厄炉ム『・ も し心 に伝る研しが果し合 請該
す

、一
程 の ん と 役子こ究ん検のでは に調

る 定 十 度 の の し 立情と所ウ出記全 応査
年 期 年 ，v、免 予 て て報 と に イ さ 録 例 都 ? えの
齢 の 度 た 疫 防 麻 るをす検ルれをに道 ら実
の 予 か iJ、を 接 し こ適る体スた保ウ府 れ務
者 防 らら 獲 種 ん と切。をの場存イ県 る上
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基
本
的
考
え
方

感
染
力
が
非
常
に
強
い
麻
し
ん
の
対
策
と
し
て
最
も
有
効
な
の
は
、
そ

の
発
生
の
予
防
で
あ
る
。
ま
た
、
感
染
者
は
発
症
前
か
ら
ウ
イ
ル
ス
を
排

出
す
る
こ
と
か
ら
、
発
生
の
予
防
に
最
も
有
効
な
対
策
は
、
予
防
接
種
に

よ
り
感
受
性
者
が
麻
し
ん
へ
の
免
疫
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
定
期
の
予
防
接
種
に
よ
り
対
象
者
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
二

回
の
接
種
を
完
了
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
未
接
種
の
者
及
び
一
回
し

か
接
種
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
幅
広
く
麻
し
ん
の
性
質
等
を
伝
え
、

麻
し
ん
の
予
防
接
種
を
受
け
る
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
予
防
接
種
の
一
層
の
充
実

-
国
は
、
定
期
の
予
防
接
種
を
生
後
十
二
月
か
ら
生
後
二
十
四
月
に
至

る
ま
で
の
間
(
以
下
「
第
一
期
」
と
い
う
。
)
に
あ
る
者
及
び
小
学
校

就
学
の
始
期
に
達
す
る
日
の
一
年
前
の
日
か
ら
当
該
始
期
に
達
す
る
日

の
前
日
ま
で
の
間
(
以
下
「
第
二
期
」
と
い
う
。
)
に
あ
る
五
歳
以
上

七
歳
未
満
の
者
に
対
し
行
う
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
接
種
率
が
九
十

1 。要 いで者そ す感が定る定、置る置 集 く 措 れ --崎、
接 ある十 予 に者あのの感基る受ーどこの海を。を 団 上 そ 置 の 麻
種る日四国防 応にり九発染本こ性例おと年外延一行 発 昇 の --局、 予 し
-率 5の月は接 じ対、十生力的と者でりが齢か長定つ 生 し結 以 防 ん
が歳ーに 種 、 し ま 五 のが考がにも平示層らす程た の 、果 下 接 及
九以年至引 1去 予てたパ予非え必対発成唆にのる度当 f自当

、
種 び一一寸

十上前る き 防 は、 l防常方要し生二さ限麻この初 失 空E会ノ~ 麻 時 を 風
五七のま続 基 接

、回
セ でに でてし十れらしと未の 、年 し 限 し」

パ歳日でき Jコ 種 引 れ ンあ強 あ 予 た 四 て ず ん で 接 目 抗 齢 ん 措 回 ん
l未かの、く をき ま トるい る防場年い全の得種的 イ本 層 の 置 接
セ満ら間 定予 受続 で 以。麻 。接合度るて輸らのは 保 の 予

L一一

種 既
ンの当に期防 けき 、上そし 種にをこの入れ者ほ 有 麻 防 ~ しに
ト者該あの接 る、未がのん を、もと年例るのぼ 率 し接 し、 た 擢
以に始る 予種 よ幅接二たの 推 積つ 等齢 が効 存達 の ん 種 う者 患
上対期者防の う広種固め対 奨 極て を層 中果 在成 上 発 を 。を し
としに及接一 働くのの、策 す的終踏に心ががす 昇 生

、、../
除 た

な行達び 種層 き麻者接定と る疫了ま感と限課る を 数 回 を くこ
るうす小をの かしゃ|種期し こ学しえ受な定題こ 三W刃D の 接 実 。と

こもる学生充 けんーをのて と調、、性り的とと め 大 種 施 、-〆 カミ

との日校後実 るの回完予、| も査今時者っとしが た 中高 しし を 確
を と の 就十 こ性し了防最 含 の後 限が つ予 てで

、，
な た た 時 実」

目し前学 二 と質かす接も め実は措薄あ想、残き と減 者 。限 な
標、日の 月 が等接る種有 た施、置くるさるた か 少 の 的 者
とそま始 か 必を種こに効 対や麻は広現れがと らと 害l 及
すれで期ら 要伝しとよ な 応、し当く状る、考 、大 メ口玉、 追 び
る ぞ の に生 でえてがりの を周ん初存及こ時え 時 規 カ2 加 そ
。れ間達 後 あ γ重対は 強固患の在びと限ら F艮模 大 す れ

まのにす二 る必な要象 化の者予す特や措れ 措 な き る ぞ
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/、

2 
種患 者に るのれる|が 下 現 り限 種 該診法第市る 期 種市 。ら間早五

を又 の対 厚。者等よ不 同 行 患 る 歴 検 健断(十町よ が町国 の的いパ
必は 麻 し 生 をがう明 じ の 歴

。
査 康(昭二村う 接 11' 村は 初な免 l( 

要麻 し 、労 把な依で 。定 カ2以 母 号Jl?争、 診以和条に、種 わ
、

め余疫セ( 

回し ん 就働 握い頼あ
) 

期 不 下 子 断 査下三第対積し れ 特 都 の 裕 の ン
数ん の 学 省 しょする で の 明 f同 健 で 及「十一し極た 、別 道 コを獲ト
での り時は 、うる場 あ 予 でじ 康 確 び就=項、的者 各 区 府 月 残 得 以
あり 愚 健 再、も合 る 防 あ 手 定 就学年第母にの 市 を 県 の す を 上
る患要診 文 度定のに 接 り)帳 し 学時法一子働 割 町 J司d... を 間た図と
二歴 の部 の期とは 回 種 を た 時健律号保き i口k 村 む 通 に め る な
回が び機科 接のす J戸ι工 か確予 も 健診第に健か カミ 。じ 、とる

受 不 予会学 種予る当 け お つ認防 の 診」玉規法け そ お 以
、

特定とこ
け 明 防を 省 勧防。該 て し1 、し接 のと十定(て れ lナ下 定 に期もと
て で接利に 奨接ま予 し、 て 麻、種 限 受い六す昭いぞ る 同 期 積 の に を
1t' あ種用協 を種た防 な 必 し麻 済 る 診う号る和くれ 第 じの 極予、目
な り歴し 力 行の、接 し、 要 んし 証 。者。)健四必九 。予 的 防 複 標
し、 、を、を う 対 定 種 又 との ん 等 以 の)第康十要十 期

、句.-'
防 な接数と

又 か確定求 よ 象 期 を lま さ 予に の
下同

麻 の十診年が五 に接 勧種 回す
lま つ認期め う者の受 麻 れ 防 未 記 し機一査法あパ 接 対種 奨 の の る
麻 、しの 依に予け しる 接り 録 じん 会条及律る 1種 しの を対接
し麻、予学 頼つ防る ん 回 種患 。の をにび第。セ し 、 実 行象種ま
ん し麻 防校 す い接 こ の 数 を又 基 、-'り利規学百具ン た 確施 う者勧た
の んし 接等 るて種と 予 を 必は づ 及患 用定校四体ト 者 実主 もと奨
予 のん 種の も 、 の を 防 し、 要 麻 くび歴 しす保十的以 及 に体 のなを少
防 予に の設 の未受勧 接 う回し も 予 fヘ てる健一に上 び 予で とつ行し
接 防未 対置 と接け奨 種 。数ん の 防 過 、健安号はと 第 防あ すてうで
種 接り 象者 す種忘す 歴 以 ---1の 接 去 当康全)、な 接る るか時も

3 

3

厚
生
労
働
省
は
、
文
部
科
学
省
に
協
力
を
求
め
、
就
学
時
健
診
の
機

会
を
利
用
し
、
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
擢
患
歴
及
び
予
防
接
種

歴
を
、
原
則
と
し
て
母
子
健
康
手
帳
や
予
防
接
種
済
証
を
も
っ
て
確
認

し
、
未
擢
患
で
あ
り
、
か
っ
、
麻
し
ん
の
予
防
接
種
を
必
要
回
数
で
あ

る
二
回
接
種
し
て
い
な
い
者
に
接
種
勧
奨
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た

Q
U
 

た
、
少
し
で
も
早
い
免
疫
の
獲
得
を
図
る
と
と
も
に
、
複
数
回
の
接
種

勧
奨
を
行
う
時
間
的
な
余
裕
を
残
す
た
め
、
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象

者
と
な
っ
て
か
ら
の
初
め
の
三
月
の
聞
に
、
特
に
積
極
的
な
勧
奨
を
行

う
も
の
と
す
る
。

2

国
は
、
定
期
の
予
防
接
種
の
実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
に
対
し
、
確

実
に
予
防
接
種
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
積
極
的
に
協
力
を
求
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
市
町
村
に
対
し
下
母
子
保
健
法
(
昭
和
四

十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
)
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
健

康
診
査
及
び
学
校
保
健
安
全
法
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
)

第
十
一
条
に
規
定
す
る
健
康
診
断
(
以
下
「
就
学
時
健
診
」
と
い
う
。

)
の
機
会
を
利
用
し
て
、
当
該
健
康
診
査
及
び
就
学
時
健
診
の
受
診
者

の
擢
患
歴
及
び
予
防
接
種
歴
を
確
認
し
、
未
擢
患
で
あ
り
、
か
っ
、
麻

し
ん
の
予
防
接
種
を
必
要
回
数
で
あ
る
二
回
接
種
し
て
い
な
い
者
に
接

種
勧
奨
を
行
う
よ
う
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
定
期
の
予
防
接

種
の
受
け
忘
れ
等
が
な
い
よ
う
、
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に
つ
い

て
、
未
接
種
の
者
を
把
握
し
、
再
度
の
接
種
勧
奨
を
行
う
よ
う
依
頼
す

る
も
の
と
す
る
。
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機 。|て 零 特 を 種 接 り関|症 と麻以学中 予 自リ 、期す 歴
よコミ』 海 l土歳 と5虫歴 種 愚 、化 かし下校学医 防 る(再のる ち三
カ2外 、児 定 りく カミ を 又 児等 らん問、校療 接 )略度予よ 不
あ 当 、期 わ 推 不 必 iま 童の 、にじ大、機 種 )の防う 明
る 渡 該 免 の け 奨す

明 要 麻 福 間 本 り | 。 学 義 関 法 接接依 で
ちF

航 予 疫 予
、

で 回 し祉題 人患)、務、に 種種頼 あ」

と す 防 不 防 医 る あ 数 ん 施 を がすの高教児基 勧をす る
七、 る 接 全 接 療 必る で の 設 引 麻る職等育童づ 奨受る 場
ら者 種 者 種 機 要者 あ り等き しと員専学福か を け も 合
、は を 及 の 関 がに る 愚

及びI起こ ん重等門校祉な TT たのに
本

、
3戸ζZ び 対 及 あ対 歴 を症は学、施い うかとは

人 海 tナ妊 象 び るし 回 カ1学す 発化、校高設予 よ どす
カミ 外 る橘 と児 。て J戸lt不 校 可症し乳 、等等防 ううる当
麻 で

ちF

等 な 童 lま け 明 等能すや幼 専学及|接 依 か。 該」

し麻 と と る 福
、
て で の性 るす児 修 校 び 種 頼 のま予

ん し を 接 前 祉 当 し、 あ 職がとい、学、学の す 確た防
ウ ん 5虫す で 施 該 な り員高、者児校中校推 る 認、接

イ く る あ 設 予 い 、等い集 と童及等等奨 もを当種
ノレ り 推 機 り等 防又 か の 。団 接、び教( の行該を
ス 患 奨 1τE』Z 抗 の 接 は イコ つこ発 す体各育幼 とい接受

し す カ主 体 可能 種 麻 、ち の生 る 力 種 学 稚 す 、 種 け

感 た る 多 を 員 を し麻 、た又 機の学校園 る必勧る
染 者 必 し、 保 等 戸一見工， ん し麻 めは 会弱校 。要奨こ

し と 要 者 有 の lナの ん し 、患 がいを特小 が後と
て 接 カミ し つ る 予 の ん 医 者 多者い別学 あにを
j吊す あ 対 な ち

、同
防 予 療 の い等う支校 れ、勧

」

国 る る し し、
、

と接 防 未 機 重 こ の 。 援 ば定奨

，.-. 4 
一一一

唱

i21 

、
当
該
接
種
勧
奨
後
に
、
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た
か
ど
う
か
の
確

認
を
行
い
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
再
度
の
接
種
勧
奨
を
行
う
も
の
と
す
る

4

(

略
)

5

国
は
、
平
成
十
九
年
の
麻
し
ん
流
行
時
に
ワ
ク
チ
ン
や
検
査
キ
ッ
ト

の
確
保
が
困
難
と
な
っ
た
事
例
に
鑑
み
、
定
期
の
予
防
接
種
に
必
要
と

な
る
ワ
ク
チ
ン
及
び
試
薬
類
の
生
産
に
つ
い
て
、
製
造
販
売
業
者
と
引

き
続
き
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
麻
し
ん
の
接
種
に
用
い
る

ワ
ク
チ
ン
は
、
風
し
ん
対
策
の
観
点
も
考
慮
し
、
原
則
と
し
て
、
麻
し

ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
と
す
る
も
の
と
す
る
。

四
予
防
接
種
法
に
基
づ
か
な
い
予
防
接
種
の
推
奨

-
医
療
関
係
者
、
児
童
福
祉
施
設
等
の
職
員
、
学
校
等
(
幼
稚
園
、
小

学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特

別
支
援
学
校
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
職
員
等
は
、
幼
児
、
児
童
、
体
力
の
弱
い
者

等
の
麻
し
ん
に
擢
患
す
る
と
重
症
化
し
や
す
い
者
と
接
す
る
機
会
が
多

い
こ
と
か
ら
、
本
人
が
麻
し
ん
を
発
症
す
る
と
、
多
数
の
者
に
感
染
を

引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
た
め
、
麻
し
ん
の
排
除

を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
医
療
関
係
者
、
児
童
福
祉
施
設
等
の
職
員
、

学
校
等
の
職
員
等
に
対
し
、
予
防
接
種
の
推
奨
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

(
新
設
)
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確 し第施 予 疫 予 防なり歴療 頼 l口k る 患 歴 と
，、

lま Iナ明 空 流 ん 麻 ま す
圭阿J刃1:/' て 玉設厚防 不 防 接い、を 機 厚す 歴 及 し 事 厚 て で 港 出 を し た る
し 、十等生接 全 接 種 又 か確 関 生る lま 回 t.s び て 業 生 当 し、 あ 職 さ 発 ん 、と

、当七に労種 者 種 を I土 つ認 の 労も 、受 不 予 業 者 労 言案 な り員 せ 症 ーウ 海
、

麻 該号お働を 及 の 戸JιZ 麻 、し 職 働の 当 け 明 防 務 団 働 予 し1 、等 る す イ 外 我
し施)い省受 び 対 lナ し麻 員 省と 言亥 て で 接 体 省 防 又 iJ、の 可 る /レ か カ2

ん 設第てはけ 妊 象 る ん し麻 等 はす 予 し、 あ 種 よ l土接 iま イコ う能 と ス ら 国
等六行 る 昔話 と

予 の ん し 、る 防 な り歴 り対 、種 麻 、ち 性 の」

未 の十わ児
、F

等 な と 予 の ん 対 日 。接 し、 、を 海 し 麻 を し 麻 、が 我 感 渡 麻」

り職六れ童 と と る を防 予に し 本 種 又 七、 確 外 、し J戸~ ん し 麻 あ カ三 染 航 し
患 員条る福 を 接 戸目孟11 防未

、
医 を I土 Jコ一匝面、 雇 ん け の ん し る 国 す 者 ん

又 のに労祉 5虫す で く種 接り 自 師 J戸ιZ 麻 、し 渡 入 の る 予 の ん 。で る と ウ
lま 麻 規働 施 く る あ 推歴 種 愚 ら ムヨミ 吋 し麻 、航 れ 大

、，
防 予

、，
感 可 接 イ」 」

麻 し 定安 設 推 機 り奨が を 又 の 等 る ん し 麻 す 時 規 と 接 防 未 の 染 能 す ノレ
し ん す全等 奨 Z3ミ" 抗 す不 必は 麻 の

、，
の ん し る 等 模 を 種 接 りた カミ '性 る ス、ー

ん の る衛 の す カヨ 体 る明 要麻 し 関 と 予 の ん 者 の な 推 歴 種 患 め 拡 カ2機 カミ

の り健 生管 る 多 を も で 回 し ん 係 を 防 予 様 流 奨 カ2を 又 、大 比 iZ3L Z 流
り患 康法理 も し、 保 のあ 数 ん の 団 推 接 防 未 Jコ々 イ，丁ー す 不 必 lま 海 す 較 カ2入
患 歴 診( 者 。コ 者 有 とる での り体 奨 種 接 りし、 な を る 明 要 麻 外 る 的 多 す
歴 及断昭 に と しす場 あり 患 す 歴 種 患 て 機 防 必 で 回 し 可 高 ¥，¥ る
カま びの和対 す 対 な る合 る患 歴 協 る カ2を 又 、lヨ』ミ 止 要 あ 数 ん 渡 古旨 く グ二工E二 可
不 予機四し る し し、 二 歴 及力 よ 不 必 I土麻 を す カ2る で の 航 '性 、港 官巨
明 防会十 。て 零 特 Iま 回 が びを う明 要 麻 し手Ijる あ 者 あ りす 及 本 職 '性
で接等|七児 l土歳 、受 不 予 求 協 で 回 し ん 用 観 る る 患 る び 人 員 カヨ
あ 種 を 年童 、児 厄，..._ー， 当 け 明 防め 力 あ 数 ん の し 点 。対 一歴 者 海 カミ 等 あ
り歴利法 福 当 、期 雪Rメ士 て で 接 を る で の り 、か し 回 カ2及 外 麻 lま る
、を|用律祉 量陀す武 免 の 予いあ種 医 | 依 場 あ り愚 主 ら て J声ιZ 不 び J、、 し

。

41 

(
新
設
)
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2

厚
生
労
働
省
は
、
日
本
医
師
会
等
の
関
係
団
体
に
協
力
を
求
め
、
医

療
関
係
者
の
擢
患
歴
及
び
予
防
接
種
歴
の
確
認
並
び
に
未
擢
患
で
あ
り

か
っ
、
麻
し
ん
の
予
防
接
種
を
必
要
回
数
で
あ
る
二
回
接
種
し
て
い

な
い
者
に
対
す
る
予
防
接
種
を
推
奨
す
る
も
の
と
す
る
。

3

厚
生
労
働
省
は
、
児
童
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
労
働
安
全

衛
生
法
(
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
)
第
六
十
六
条
に
規
定
す

る
健
康
診
断
の
機
会
を
利
用
し
て
、
当
該
施
設
等
の
職
員
の
擢
患
歴
及

び
予
防
接
種
歴
の
確
認
並
び
に
未
擢
患
で
あ
り
、
か
っ
、
麻
し
ん
の
予

防
接
種
を
必
要
回
数
で
あ
る
二
回
接
種
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
予
防

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



接 し1
、
を での り る力 大る 明 要麻 し診等査に る 歳 種又 台、

厚種 又 か 確 渡 厚る場 あり 患、 機の 学よ で 回し ん 断の並対 厚こ 児 定 をは Jコ
生 を l土 Jコ三初週日 航 生 も合 る 患 歴 zib三h ~~ 並 うあ 数ん の 等健びし 生と と期 声J民主 麻

、

労 '5lζ L 麻 、し す 労 のに 二歴 及 が し、 ひ、 依る での りの康に、労を 接 の け し 麻
働 け し 麻

、
る 働 とは 回 が び多 者 に頼場 あり 愚機診学母働強 す 予 る

んのし
省 る ん し麻 者 省 す 受 不 予い 等 専す合 る患 歴 会断校子省く る 防

、，
ん」

lま ヲ・ の ん し l土 る当 け 明 防この 修るに 二歴 及を及保保は推 機 接 と 予 の」

、と 予 の ん 対 、。=旨aメ+- て で接と 麻 学もは 回が び利び健健、奨 iコミb、種 を防 予
関 を 防 予 し外 予いあ種をし 校の ~ 不 予用同安法文す カ2の 防
係 推 接 防 未 、務 防なり歴説 ん のと当 け 明 防し法全第部る 多 対 く種 接
省 奨 種 接 り 自省 接い、を 明に 学す該 て で 接 て 第 法 十 科 よ し、 象 推歴 種
庁 す 歴 種 患 ら及 種 又 か 確 しり 生る予いあ種、十第二学う 者 と奨が を

る カま を 又 の び を iま つ認 、患 及。防なり歴学 五 十 条 省 依 な す不 必
協 も 不 必 tま 麻 国 J戸ιZ 麻 、し 当すびま接い、を

f校 条=第に頼 対 る る明 要
力 σ〕 明 要 麻 し土 け し麻 該る生た種又 か確 等 第条一協す し 目IJよ で 回
を と で 回 し ん }千て、 る ん し麻 学と徒、をは ィコ圭w君u、の一第項力る て で うあ 数
求 す あ 数 ん の 通

、，
の んし 生重に医受 麻 、し 児項ー第をも l土 あ 依 る で」

め る る で の り省 と 予 の ん 並 症 対 療 け し 麻 童に項二求の 、り 頼 場 あ、。
場 あ り患 を防 予に び 化 し ・ る ん し麻 生規に号めと 当 抗 す i口h、る

空 メ口入 る 患 歴 協 推 接 防 未 し 福こ の んし 徒定規に す 該 体 る
港 歴 及 力 奨 種 接り 生や幼 祉と 予 のん 等す定規学 る 予 を もは 回
職 l土 回 iJミび を す 歴 種 患 徒す児 -を 防 予に 。防 保 の、 戸JζZ 

員 、受 不 予 求 るが を 又 のい、 教強 接 防未 び職るす等 接 有 と当 け
等 当 け 明 防 め よ 不 必は 麻 者児 育く 種 接り 職員児るの 種 し す該 て

言亥 て で 接
、

う明 要麻 しと童 に推 歴 種患 員の童健設 を な る予い
対 予 し、 あ 種 海 依 で 回し ん 接 係 奨 カヨ を又 の 健 生 康 置 戸JιL し、 。防な

し 防 な り歴 外 頼あ数んのす体るす不必は麻|康徒診者 け 零 特|接い

61 71 

接
種
を
推
奨
す
る
も
の
と
す
る
。

唱

E
i

唱

E
i

4

厚
生
労
働
省
は
、
文
部
科
学
省
に
協
力
を
求
め
、
¥
母
子
保
健
法
第
十

二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
健
康
診
査
並
び
に
学
校
保
健
安
全
法

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
等
の
健
康
診
断
及
び
同
法
第

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
健
康
診
断
等
の
機
会
を
利
用
し
て

、
学
校
の
児
童
生
徒
等
や
職
員
の
擢
患
歴
及
び
矛
勧
接
種
歴
の
確
認
並

び
に
未
曜
愚
で
あ
り
、
か
っ
、
麻
し
ん
の
予
防
接
種
を
必
要
回
数
で
あ

る
二
回
接
種
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
予
防
接
種
を
推
奨
し
、
学
校
の

管
理
者
に
対
し
、
推
奨
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
医
療
・
福

祉
・
教
育
に
係
る
大
学
及
び
専
修
学
校
の
学
生
及
び
生
徒
に
対
し
麻
し

ん
に
擢
患
す
る
と
重
症
化
し
や
す
い
者
と
接
す
る
可
制
倒
州
判
引
剰
刺
聞

が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
当
該
学
生
及
び
生
徒
の
曜
患
歴
及
び
予
防
接

種
歴
の
確
認
並
び
に
未
擢
患
で
あ
り
、
か
っ
、
麻
し
ん
の
予
防
接
種
を

必
要
回
数
で
あ
る
二
回
樹
樹
叫
寸
い
な
い
剖
叫
矧
利
引
予
防
接
種
を
推

奨
す
る
も
の
と
す
る
。

(
新
設
)

(
新
設
)
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四|
1 

よ 歴 種 患 生に者 等 つ 報 れき特 そ適立施種国 推 接 防 未
、l

対 厚 うが を 又 のおに厚をて 対 "....、 な事性 厚の宜感方を立国奨 種 接 り自
し生 依不 必は 麻 い対生積は し以 い項 生他技染法推感はす 歴 種 患 ら
、労 頼 明 要麻 し てし労極、積 下 副及予労必術症等奨染、る カ1を 又 の

・二ぷ主子主主 働 すで 回し ん 集、働的リ極 ーー寸 反び防働要的研をす症国 も 不 必 I土麻
校 省 るあ 数ん の 団入省に|的 麻 応ワ接省な支究示る研内 の 明 要 麻 し
保 lま もる での り生所は行フに し 、ク種は措援所しこ究で と で 回 しん
健

、
の場 あり 居、 活又|、うレ提 ん 特チの、置をはたと所麻す あ 数 ん の

安 文 と合 る患 歴 をは児必ッ供 に ン 重 関 行、手もにしる る で の り
全 部 すに 二歴 及行入童要ト す 関 妊 を 要 係 う都引含おん 場 あ り愚
f去科 るは 回が びう学福が等 る す 娠使性機 も道きめいの| ム口、る 愚 歴
第 A寸t. 。、受 不 予者の祉あのもる 中用、|関 の府のたて患 歴 及
十 省 麻 け 明 防及機施る作の情 のす副と と県作対、|者 lま 回 カヨ び

して で接び会設。成と 報 接る反連 す等成応周が 、受 不 予
条 協 んいあ種職を等 種 予 応 携 るかをに囲一 当 ~t 明 防
第 力 な り 歴 業 利 及 | びると に防をし 。ら行つの例 該 て で 接

を 関 い、を訓用び 報。い よ接防 要うい感で 予 し、 あ 種
項 求 す 又 か確練し職 道まう る種止疾 請もて受も 防 な り歴

め る iま つ認施て業 機 た 胎 と す 病 がの検性発 接 し、 を
規

、
'情 麻 、し設、司11 関、)児いると あ と 討 者 生 種 文 か 確

正炉よEー・
A寸A一 報 し麻 、 等 児 練 と '情 を へうたし っ す し に し を は つ 認

す 校 の ん し麻 に童施 連 報 整 の 行 め て たる 、対た 手~ 麻 、し

る 等 提 の ん し お福設 携 提 理 影 為 に の 場 。具し場 け し麻
、

児 の 供 予 の ん け祉等 し供 し響上注麻 メ口ー、 ま体て合 る ん し麻
ニ呈まz呈 設 を防 予 に る施の たに 、等避意し た的予に

ちp

の ん し」

生 置 行 接 防 未 訓設管 広当 国 lま 、な防は と予 の ん
徒 者 う種 接り 練 等 理 報た 民 情らべの 、国実接 を 防 予

91 2 31 

(
新
設
)
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唱
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5

国
は
、
麻
し
ん
患
者
が
一
例
で
も
発
生
し
た
場
合
に
、
国
立
感
染
症

研
究
所
に
お
い
て
周
囲
の
感
受
性
者
に
対
し
て
予
防
接
種
を
推
奨
す
る

こ
と
も
含
め
た
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
、
具
体
的
な
実
施
方
法
等
を
示

し
た
手
引
き
の
作
成
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
立
感
染
症
研
究

所
は
、
都
道
府
県
等
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、
適
宜
技
術
的
支
援

を
行
う
も
の
と
す
る
。

五

そ

の

他

必

要

な

措

置

1

厚
生
労
働
省
は
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
予
防
接
種
の
重
要
性
並
び

に
副
反
応
を
防
止
す
る
た
め
に
注
意
す
べ
き
事
項
及
び
ワ
ク
チ
ン
を
使

用
す
る
予
防
接
種
と
い
う
行
為
上
避
け
ら
れ
な
い
剖
斗
引
引
引
副
反
応

、
特
に
妊
娠
中
の
接
種
に
よ
る
胎
児
へ
の
影
響
等
吋
闘
リ
ォ
樹
樹
削
材

情
報
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
民
に
対
す
る
情
報
提
供
と

し
て
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
や
報
道
機
関
を
活
用
し
た
広
報
等

を
積
極
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

2

厚
生
労
働
省
は
、
保
育
所
等
の
児
童
福
祉
施
設
等
や
職
業
訓
練
施
設

等
の
管
理
者
に
対
し
、
入
所
及
び
入
学
の
機
会
を
利
用
し
て
、
保
育
所

等
の
児
童
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
集
団
生
活
を
行
う
者
及
び
職
業
訓
練

施
設
等
に
お
け
る
訓
練
生
の
擢
患
歴
及
び
予
防
接
種
歴
を
確
認
し
、
未

擢
患
で
あ
り
、
か
っ
、
麻
し
ん
の
予
防
接
種
を
必
要
回
数
で
あ
る
二
回

接
種
し
て
い
な
い
場
合
、
麻
し
ん
の
疾
病
と
し
て
の
特
性
や
麻
し
ん
の

予
防
接
種
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
う
よ
う
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
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省に 海 す 者 うん ム 供 予 の ん 入 提 ん いあ種等医 頼 明 要 麻 し等
関 外 る とが べ 厚 を 防 予

航渡
れ 供 厚 になり歴の会厚す で 回 し ん の

対 す
。 、

と発 l生行 接 防 未 時 等 生 闘い、を学 生る あ 数 ん の 健
し る 渡ま

、，
も症 ジ労う 種 接 りす 等 を 労 す又 か確会日 労も る で の り康」

、情 航た れ にし 等働よ 歴 種 患 る の 事 働 るは つ 認 等 本 働の 場 あ り 患 君ロ〆主Yト

f 位 A 報 す、ら 、た を省う カミ を 又 者 様 業 省 情麻 、しに皮 省と i口k る 愚 歴 断
校 の る国の 外 場 通は依 不 必 l土 の 々 者 l土 報し 麻 、 対 膚 はす 歴 及 等
等 提 者土情 務 i口k じ、頼 明 要 麻 麻 な 等

、
のん し麻 し科 、る lま 回 カ2び の

の 供 に交 報 省 の 、本す で 回 し し 機 事 提の んし 、学 日
。、

J戸l1:不 予 機
設 を、通の 及 影 国省る あ 数 ん ん tヨミ』 rr 業 供予 のん 初会 本 麻 け 明 防 iZb三h 

置 行国 省提 び 響 内、も る で の の を う者 を防 予に 診、医 し て で 接 を
者 う内 に供 国 及 外 国 の 場 あ りり 手IJよ 団 行 接 防未 の日師 ん し、 あ 種 利

よ外 協を 土 び の立と i口k る 患 患 用 う体 う種 接り 患本会 な り歴 用
、うの 力行 ヲJ民、て 麻 麻感す 歴 歴 し依 よ歴 種患 者内、| 関 し、 、を し

海 依麻 をう 通 し し染る l土 回 カヨ 及 て 頼 対 うが を又 の科目 す 又 力、 確 て
外 頼し 求 よ 省 ん ん症 、受 不 び 、す し 依不 必は 麻 学本 る l土 Jコ認、

、

すん めう の研 麻 け 明 予 王 る
、

頼明 要麻 し会小 '情 麻 、し ナ;UL，. 

修 るの 、協 対 関 発 究 して で 防 と も 麻 すで 回し ん 及児 報 し 麻 、校

学と 発 旅力 しす 生 所 ん し、 あ 接 し の し るあ 数ん の び科 の ん し 麻 等
旅と 生 行 を

、
る な り種 て と ん もる での り日学 提 の ん し の

行も 状 会 依 海 '情 況 び 関 し、 を 業 す の場 あり 患 本会 供 予 の ん 児
社 頼 外 報

、
検 す 又 7p. 確 務 る 関 と合 る患 歴 を 防 予 童

を、及 等 す の 海 疫 る l土 Jコ認、 。す すに 二歴 及児日 行 接 防 未 生
す文び にる 渡 提 外 所 a情 麻 、し よ ま る るは 回が び保本 う種 接 り徒
る部麻 対も 航 供 で の 報 し 麻 、り た '情

。、
-戸l1:不 予健小 よ 歴 種 愚 等

際科し しの す を麻 ホ の ん し麻 海 、報 麻 り 明 防協児 うが を 又 の
に学ん 、と る 行し 提 の ん し外 雇 の し て で接会科 依 不 必 lま 麻

41 

(
新
設
)

q
d
 

唱

E
A

3

厚
生
労
働
省
は
、
日
本
医
師
会
並
び
に
日
本
小
児
科
学
会
、
日
本
小

児
科
医
会
、
日
本
内
科
学
会
及
び
日
本
小
児
保
健
協
会
等
の
学
会
等
に

対
し
、
初
診
の
患
者
の
擢
患
歴
及
び
予
防
接
種
歴
を
確
認
し
、
未
擢
患

で
あ
り
、
か
っ
、
麻
し
ん
の
予
防
接
種
を
必
要
回
数
で
あ
る
二
回
接
種

し
て
い
な
い
場
合
、
疾
病
と
し
て
の
麻
し
ん
に
つ
い
て
の
情
報
及
び
麻

し
ん
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
う
よ
う
依
頼
す
る
も
の

と
す
る
。

4

厚
生
労
働
省
は
、
本
省
、
国
立
感
染
症
研
究
所
又
は
検
疫
所
の
ホ

l

ム
ベ

l
ジ
等
を
通
じ
、
国
内
外
の
麻
し
ん
の
発
生
状
況
や
予
防
接
種
に

つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
国
土
交
通
省
に
協
力
を
求
め

、
旅
行
会
社
等
に
対
し
、
外
国
へ
渡
航
す
る
者
に
、
斗
利
引
例
制
制
掴

供
を
行
う
よ
う
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
文
部
科
学
省
に
協
力

を
求
め
、
学
校
で
外
国
へ
修
学
旅
行
す
る
際
に
、
麻
し
ん
の
疾
病
と
し

て
の
特
性
や
麻
し
ん
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
う
よ
う

依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
四

疾にこ感
病対 の 染麻基医 R ん と 師 る ク 下 '情 検 し避る る係 情 し の is 

、

にし た症し本療 ) 対 す 会 もチ「国報査ま、けと厚も省 報 ん 麻 国 厚
、，
」

感て めに ん的の ワ 策 る 、の ンワ は提 及た 安る と生 の庁 提 の しに 生 れ
染必、つのな提 ク の 。卸 と 等 ク 、供び、全たも労と及 供 予 ん 滞 労 ら
し要因いよ考供 チ観 な 売 すのチ麻を予地対めに働すび す 防 の 在 働 の
たなはてうえ ン点お販る生ンし行防方策、、省る事 る 接 りす 省 情
際情、はな方 と も 、売。産等んう接公を地予は。業 た 種 患 る lま報
の報麻、感 す 考 麻 業 ま L一一 の よ 種 共 十方防 者 め を 歴 海 、の

初 提し 早染 る 慮 し者 た つ ~ 予 うを 団 分公接麻 団 の ~立 及 外 外 提
期供ん期力 も し ん 及 、し1 し、 防 協 実 体 行共種し 体 リけ び か 国 供
症をの発が の 、の び ワ て う接 力 施 及 う団のん lる 予 ら人 を
状 行患 見極 と原 予 地 ク

、。
種 を す び よ体際の 対 フ ちF

防 の 留 11' 」

す 則 防 方 チ 製
、-../

依 る 日 しレ と接 渡 ナi"4 つ
びとをびて る と 接 公 ン 造 の 用 頼 v 

本 協 び 医 期 、ツ カミ 種 航 生 よ」

早と適早強 。し 種 共 等 販 京__._，・ し、 す と医 力 医 療 の 周 ト望 歴 者 及 つ
期も切期く て 団 の 売 定 る る カミ 師 を療事予 知 等 ま を び 依
にに lこ 治 、用 体 流 業 的 ワ も で tコ=』z 依 機 故 防 を を し確 対 外 頼
と 、診療重 麻 し、 の 通 者 な ク の き 行 作 し、 認 し国 す
る国断が症 し る 連 と供 チ と る 対 す 等 び 種 う成

、画
し 人 る」

べ民で特|化 ん ワ 携 Jコ号|手合 ン す 医 しるの副を よ す と 、入 労 も
きにきにの 風 ク を し、 き を 及 る 療 、も各 反積 うる を 必 国 働 の
対対 る重お しチ イ毘 て 続 図 び 。機 麻 の関 応極 協 と複 要 す 者 と
応し よ要そ ん ン 進 も き る 試 関 しと係 を的 力 と数 る 等 す
等て うでれ 混 lます 、連 Tこ薬 ん す機 徹に を もの 応 目Ij長 る
にも、あの l口h、 、る 日携 め 類 関 の る関 底勧 依 百 じに 期

。

つ 当 医 るあ 風 も 本 を
、

す 抗 にし奨 頼 、語 てl 自に( ( 

い該師。る M し の 医 図 ワ 以 る 体 対てす す 関 で 麻 ら我

71 81 91 

(
新
設
)

5

厚
生
労
働
省
は
、
定
期
の
予
防
接
種
を
積
極
的
に
勧
奨
す
る
と
と
も

に
、
予
防
接
種
の
際
の
医
療
事
故
や
避
け
得
る
副
反
応
を
徹
底
し
て
避

け
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
や
医
療
機
関
等
の
各
関
係
団
体
に
対
し
、

安
全
対
策
を
十
分
行
う
よ
う
協
力
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。

(
新
設
)

第
一四

医
療
の
提
供

基
本
的
な
考
え
方

麻
し
ん
の
よ
う
な
感
染
力
が
極
め
て
強
く
、
重
症
化
の
お
そ
れ
の
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
は
、
早
期
発
見
及
び
早
期
治
療
が
、
特
に
重
要
で
あ
る

こ
の
た
め
、
国
は
、
麻
し
ん
の
患
者
を
適
切
に
診
断
で
き
る
よ
う
、
医

師
に
必
要
な
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
国
民
に
も
当
該
疾
病
に
感
染

し
た
際
の
初
期
症
状
や
早
期
に
と
る
べ
き
対
応
等
に
つ
い
て
周
知
し
て
い

-14 -

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



て
周
知

L
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二
医
療
関
係
者
に
対
す
る
普
及
啓
発

国
は
、
麻
し
ん
の
愚
者
を
医
師
が
適
切
に
診
断
で
き
る
よ
う
、
医
師
に

対
し
、
麻
し
ん
の
流
行
状
況
等
に
つ
い
て
積
極
的
に
情
報
提
供
す
る
も
の

と
し
、
特
に
流
行
が
懸
念
さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
日
本
医
師
会
等
の

関
係
団
体
と
連
携
し
、
医
療
関
係
者
に
対
し
て
注
意
喚
起
を
行
う
必
要
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
麻
し
ん
の
愚
者
数
が
減
少
し
、
自
然
感
染
に
よ
る
免
疫

増
強
効
果
が
得
づ
ら
く
な
っ
て
き
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
麻
し
ん
が
小
児
特

有
の
疾
患
で
な
く
な
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
小
児
科
医
の
み
で
は
な
く
、
全

寸
の
医
師
が
麻
し
ん
の
愚
者
を
診
断
で
き
る
よ
う
、
積
極
的
に
普
及
啓
発

を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

研
究
開
発
の
推
進

基
本
的
考
え
方

(
略
)

麻
し
ん
の
排
除
状
態
の
維
持
に
向
け
た
定
期
接
種
率
の
向
上
を
含
む
感

染
症
予
防
施
策
の
推
進
の
た
め
に
、
調
査
及
び
検
討
を
進
め
る
こ
と
も
重

要
で
あ
る
。

二

(

略

)

第
一五

第
六一一

国
際
的
な
連
携

(
略
)

国
際
機
関
で
定
め
る
目
標
の
達
成

世
界
保
健
機
関
に
お
い
て
は
、
二
回
の
予
防
接
種
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
接
種
率
が
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
こ
と
の
達
成
を
目
標
に

掲
げ
て
い
る
ほ
か
、
西
太
平
洋
地
域
か
ら
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
排
除
を

達
成
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
、
各
国
に
対
策
の
実
施
を
求
め
て
お
り
、

問
機
関
に
お
い
て
、
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
排
除
の
認
定
作
業
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。
我
が
国
も
本
指
針
に
基
づ
き
、
麻
し
ん
対
策
の
充
実
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
目
標
の
達
成
及
び
維
持
に
向
け
て
取
り
組
む
も
の
と

す
る
。

第
一玉

F
h
u
 t-

く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二
医
療
関
係
者
に
対
す
る
普
及
啓
発

国
は
、
麻
し
ん
の
患
者
を
医
師
が
適
切
に
診
断
で
き
る
よ
う
、
医
師
に

対
し
、
麻
し
ん
の
流
行
状
況
等
に
つ
い
て
積
極
的
に
情
報
提
供
す
る
も
の

と
し
、
特
に
、
流
行
が
懸
念
さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
日
本
医
師
会
等

の
関
係
団
体
と
連
携
じ
、
医
療
関
係
者
に
対
し
て
注
意
喚
起
を
行
う
必
要

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
麻
し
ん
の
患
者
数
が
減
少
し
、
自
然
感
染
に
よ
る
免

疫
増
強
効
果
が
得
づ
ら
く
な
っ
て
き
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
麻
し
ん
が
小
児

特
有
の
疾
愚
で
な
く
な
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
小
児
科
医
の
み
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
医
師
が
麻
し
ん
患
者
を
診
断
で
き
る
よ
う
、
積
極
的
に
普
及
啓

発
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

研
究
開
発
の
推
進

基
本
的
考
え
方

(
略
)(

略
)

第
六一一

国
際
的
な
連
携

(
略
)

国
際
機
関
で
定
め
る
目
標
の
設
定

世
界
保
健
機
関
に
お
い
て
は
、
二
回
の
予
防
接
種
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
接
種
率
が
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
こ
と
の
達
成
を
目
標
に

掲
げ
て
い
る
ほ
か
、
平
成
二
十
年
(
二
千
十
二
年
)
に
は
西
太
平
洋
地
域

か
ら
麻
し
ん
の
排
除
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
各
国
に
対
策
の
実

施
を
求
め
て
お
り
、
問
機
関
に
お
い
て
、
麻
し
ん
の
排
除
の
認
定
作
業
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
も
本
指
針
に
基
づ
き
、
麻
し
ん
対
策
の
充
実

を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
目
標
の
達
成
及
び
維
持
に
向
け
て
取
り
組
む

も
の
と
す
る
。
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国
際
機
関
へ
の
協
力

国
際
機
関
と
協
力
し
、
麻
し
ん
の
流
行
国
に
お
け
る
対
策
を
推
進
す
る

こ
と
は
、
国
際
保
健
水
準
の
向
上
に
貢
献
す
る
の
み
な
ら
ず
、
海
外
で
感

染
し
、
圏
内
で
発
症
す
る
愚
者
の
発
生
を
予
防
す
る
こ
と
に
も
寄
与
す
る

。
そ
の
た
め
、
国
は
、
世
界
保
健
機
関
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
国
際
的
な

麻
し
ん
対
策
の
取
組
に
積
極
的
に
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
。

評
価
及
び
推
進
体
制
と
普
及
啓
発
の
充
実

基
本
的
考
え
方

本
指
針
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
本
指
針
に
基
づ
く
施
策
が
有
一

効
に
機
能
し
て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
評
価
体
制
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
一

る
。
国
は
、
定
期
の
予
防
接
種
の
実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
等
と
連
携
し
一

予
防
接
種
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
収
集
を
行
い
、
当
該
情
報
に
基
「

づ
き
関
係
機
関
に
協
力
を
要
請
し
、
当
該
施
策
の
進
捗
状
況
に
よ
っ
て
は
一

本
指
針
に
定
め
る
施
策
の
見
直
し
も
含
め
た
積
極
的
な
対
応
を
講
じ
る
一

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
市
町
村
等
は
、
予
防
接
種
台
帳
の
デ
ー
タ
管
理
の
一

在
り
方
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
電
子
媒
体
一

で
の
管
理
を
謝
叫
ォ
同
制
叫
剖
刷
例
制
引
対
叫
寸
川
寸
叫
倒
制
引
引
叫
叫
一

と

す

る

。

一

二

国

に

お

け

る

麻

し

ん

・

風

し

ん

対

策

推

進

会

議

一

国
は
、
感
染
症
の
専
門
家
、
医
療
関
係
者
、
保
護
者
、
地
方
公
共
団
体
一

の
担
当
者
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
業
者
、
学
校
関
係
者
及
び
事
業
者
団
体
の
関
一

係
者
か
ら
な
る
「
麻
し
ん
・
風
し
ん
対
策
推
進
会
議
」
を
設
置
す
る
も
の
一

と
す
る
。
同
会
議
は
、
毎
年
度
、
本
指
針
及
び
風
し
ん
に
関
す
る
特
定
感
一

染
症
予
防
指
針
(
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
)
に

定
め
る
施
策
の
実
施
状
況
に
関
す
る
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

を
公
表
し
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
施
策
の
見
直
し
に
つ
い
て
提
言
を
行
う

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
国
は
、
麻
し
ん
・
風
し
ん
に
つ
い
て
、
排
除
又
は

排
除
状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
を
判
定
し
、
世
界
保
健
機
関
に
報
告
す

る
排
除
認
定
会
議
も
設
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
都
道
府
県
等
に
お
け
る
麻
し
ん
・
風
し
ん
対
策
の
会
議
及
び
ア
ド
パ
イ

第
一七

国
際
機
関
へ
の
協
力

国
際
機
関
と
協
力
し
、
麻
し
ん
の
流
行
国
の
麻
し
ん
対
策
を
推
進
す
る

こ
と
は
、
国
際
保
健
水
準
の
向
上
に
貢
献
す
る
の
み
な
ら
ず
、
海
外
で
感

染
し
、
圏
内
で
発
症
す
る
愚
者
の
発
生
を
予
防
す
る
こ
と
に
も
寄
与
す
る

。
そ
の
た
め
、
国
は
、
世
界
保
健
機
関
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
国
際
的
な

麻
し
ん
対
策
の
取
組
に
積
極
的
に
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
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第
一七

評
価
及
び
推
進
体
制
と
普
及
啓
発
の
充
実

基
本
的
考
え
方

麻
し
ん
の
排
除
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
当
該
施
策
が
有
効
に
機
能
し

て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
評
価
体
制
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。
国
は
、

定
期
の
予
防
接
種
の
実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
等
と
連
携
し
、
予
防
接
種

の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
を
行
い
、
そ
の
情
報
を
基
に
し
て
関

係
機
関
へ
協
力
を
要
請
し
、
当
該
施
策
の
進
捗
状
況
に
よ
っ
て
は
、
本
指

針
に
定
め
る
施
策
の
見
直
し
も
含
め
た
積
極
的
な
対
応
を
講
じ
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
市
町
村
等
は
、
予
防
接
種
台
帳
の
デ
ー
タ
管
理
の
制
川
対

に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
電
子
媒
体
で
の
管

理
を
積
極
的
に
検
討
す
る
。

麻
し
ん
対
策
推
進
会
議
及
び
排
除
認
定
会
議
の
設
置

国
は
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
、
感
染
症
の
専
門
家
、
医
療
関
係
者
、
保

護
者
、
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
業
者
及
び
学
校
関
係

者
か
ら
な
る
「
麻
し
ん
対
策
推
進
会
議
」
を
設
置
し
て
い
る
。
同
会
議
は

、
毎
年
度
、
本
指
針
に
定
め
る
施
策
の
実
施
状
況
に
関
す
る
評
価
を
行
う

と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
施
策
の
見
直
し

に
つ
い
て
提
言
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
国
は
、
麻
し
ん
が
排
除
・

維
持
さ
れ
て
い
る
か
を
判
定
し
、
世
界
保
健
機
関
に
報
告
す
る
排
除
認
定

会
議
も
設
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
に
お
け
る
麻
し
ん
対
策
の
会
議
と
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
の
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五四
う国はへし 2 1ザ
よ民 、のい麻普(もを握種 !とも 、か を れ 。把に 得て村
うに文協知し及略の麻す の厚制連の 同 け 行 ぞ 期 同 握お な、の 都制
努対部力識ん啓)としる実生度携と lZL 三 る 1t¥ れ iヨ』ミ しけ が麻担 道度
めし科のに対発 すん幼施労のしし 議 も 、九 接 議 、る らし当 府の
る 、学必加策の る・ 児状働整て、の の 都 十 種 l土地定、ん者 県整
も麻省要えに充 。風 及況省備、都活 と道 五 し 域期定・ 、は備

のし及|性、関実 し びをはを麻道動 す 府 % た 各 に の 期 風 学、

とん び等医す ん 児評、検し府内 る 県 以 者 市 お 予 的 し 校感
対童価麻討ん県容 。は 上 の 町 け防にん 関染

るび道周機普 策のすしすの等及 ま当 と割 キす る接麻対係症
。そ機知関及 の定るんる診はび ー/ζー- 呈Eメヅア

な メ口ー、 施種し策者の
の関す受啓 会 期た 。断、役 、提 る 及 お 策のんの及 専
予等る診発 議のめ 風 等必割 国 百 よ び け の接及 会び F~ 
防のこ のに に予、 し に要等 i土 を う第 る 進種び 議事 家
に関と際つ 提防文ん 関にを 、踏 疋，_._ー・ 捗率風 を業

、

関係 がの い 供接部 対 す応示 国 ま 定 期 期 状及し 設者 医
す 機重検て す種科策 るじし -iJL L『

え 期 の 況びん 置団 療
る関要査は るの学の 助、た 感 各 接 接 予 を副のし体 関
適とで及|、 よ接省会 言医手 染 市 種 種 防 評反発、の 係
切のあび麻 う 種に議 を師引 症 町 率 し接 価応生関関 者
な連る積し 協率対が 行会き 研 キす の た 種 すの動係係

、

情携。極ん 力にし 定 う等の 究 向 者 る発向機者 保
報を厚的に を関、期 アの作 所 対 上 の てコ も生、関等護
提強生疫関 依す学の ド関成 し策 割 し、 の事各 のと者
供化労学す 頼る 校 予 パ係を お て の メ口ー、 て と例市 協協
をし働調る す情が防 イ団行 し、 働 提 カ主 、す等町 力働市
行、省査正 る報把 接 ザ体う て き 三仁三コ. そ 第 るを村 をし町

五四
め対 文協い麻 2 1整
るし部力知し普( 対児状 る診はる接の関 備
も 、科の識ん及略 策及 況 厚 。断、施種協係都
の麻学 必に対啓) のび を 生 等必策の力者道
と し省要加策発 会児評労 に要の接を等府
すんや|性えにの 議童価 働 関に進種得と県
ると|報等、関充 にのす省 す応捗率な協は
。 そ道を医す実 提定 る は るじ状及が働
の機周療る 供期た 助、況びらし感
予関知機普 すのめ麻 言医を副、て染
防等す関及 る予、し を師'評反定、症
にのる受啓 よ防文ん 行会価応期麻の
関関こ診発 う接部対 う等すの的し専
す係とのに 協種 科 策 アのる発にん門
る機が際つ 力の学の ド関も生麻対家
適関重のい を接省 会 パ係の事し策
切と要検て 依種に 議 イ団と例んの医
な ので 査は 頼率対 が ザ体す等の会療
情連あや|、 すにし 定 !とるを発議関
報携る積麻 る関、期 制連。把生を係
提を。極し も す学の 度携ま握動設者
供強厚的ん のる校予 のしたし向置
を化生疫に と情が防 整て、、、し保

行し労学関 す報把 接 備、都地定、護

つ 、働調す るを握 種 を麻道域期関者
よ国省査る 。麻すの 検し府にの係
う民はへ正 しる実 討ん県お予機学
努に、のし ん幼施 すの等け防関校

円，，
t
E
A
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{ 都道府県 1
各|保健所設置市 |衛生主管部(局)長殿

L特別区 j

匹目

健発 0201第 2号

平成 31年 2月 1日

厚生労働省健康局長

(公印省略)

予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成 31年政令第 20号)及び予防接種法施行

規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成 31年厚生労働省令第9号)につ

いては、本日別紙 1のとおり公布され、施行された。改正の概要は下記のとおりである。

また、これに伴い、別紙2のとおり「予防接種法第5条第 1項の規定による予防接種の

実施についてJ(平成 25年 3月 30日付け健発 0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別

添「定期接種実施要領Jを改正する。

貴職におかれては、これらについて貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除

く。以下同じ。)へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、第 25回厚生科学審議会感染症部会(平成 30年6月 15日開催)及び第 23回厚生

科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(平成 30年8月8日開催)

において了承された、風しんに関する特定感染症予防指針(平成 26年厚生労働省告示第

122号)の一部改正については、風しんに係る状況に変化があったことを踏まえ、第 29

回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第 30回厚生科学審

議会感染症部会(合同開催) (平成 31年 1月 28日開催)において当分の間据え置くこと

が決定されたことを申し添える。

記

第一 予防接種法施行令の一部を改正する政令について

1 改正の概要

風しんに係る定期接種については、予防接種法施行令(昭和 23年政令第 197号)第

1条の 3第 1項の規定により、幼少期にある者を対象に、予防接種を受ける機会を確

保している。
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昨年7月以降の風しんの発生状況等を踏まえ、厚生労働省として昨年 12月に取り

まとめた風しんの追加的対策に基づき、予防接種法施行令の一部を改正し、平成 34年

3月 31日までの聞に限り、風しんに係る公的接種を受ける機会がなかった昭和 37年

4月2日から昭和 54年4月1日までの聞に生まれた(現在 39歳から 56歳)男性を、

風しんに係る定期の予防接種の対象者として追加することを規定する。

2 施行期日

公布の日(平成 31年2月1日)

第二 予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令について

1 改正の概要

上記政令改正により、平成 34年3月 31日までの聞に限り、昭和 37年4月 2日か

ら昭和 54年4月 1日までの聞に生まれた男性を対象に、風しんに係る定期の予防接

種を行うことに伴い、予防接種法施行規則(昭和 23年厚生省令第 36号)を改正し、

追加的対策に係る予防接種を風しんの第5期予防接種とし、その対象者から除かれる

者として、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があること

が判明し、予防接種を行う必要がないと認められる者を規定する。

また、予防接種実施規則(昭和 33年厚生省令第 27号)を改正し、風しんの第5期

予防接種について、乾燥弱毒生風しんワクチン文は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワク

チンを使用すること及び接種量を 0.5ミりリットルとすることを規定する。

2 施行期日

公布の日(平成 31年2月 1日)
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道 府

定都

核
十一(日殿

く別紙2> 

健健発0425第 3号

健感発0425第 2号

子総発0425第 1号

平成31年 4月25日

厚生労働省健康局健康課長

(公印省略)

厚生労働省健康局結核感染症課長

(公印省略)

厚生労働省子ども家庭局総務課長

(公印省略)

麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(協力依頼)

児童福祉施設等における麻しん対策については、別紙 1の「児童福祉施設

等の職員に対する麻しんの予防接種の推奨の周知についてJ (平成30年 5月

16日健感発0516第 2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知・子総発0516第

1号子ども家庭局総務課長通知)等により、これまで御対応いただいている

ところです。

今般、厚生科学審議会における議論を踏まえ、別紙 2 r麻しんに関する特

定感染症予防指針の一部改正についてJ (平成31年 4月19日健健発0419第 1

号厚生労働省健康局健康課長通知・健感発0516第 1号結核感染症課長通知)

で各都道府県等に通知したとおり、平成31年 4月19日に麻しんに関する特定

感染症予防指針(平成19年厚生労働省告示第422号。以下「指針」という。)

が改正され、 「医療機関、児童福祉施設等及び学校等(幼稚園、小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等

専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)の職員等は、乳幼児、

児童、体力の弱い者等の麻しんにり患すると重症化しやすい者と接する機会

が多いことから、本人が麻しんを発症すると、集団発生又は患者の重症化等

の問題を引き起こす可能性が高い。このため、医療機関、児童福祉施設等及

び学校等の職員等のうち、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、

かつ、麻しんの予防接種を必要回数であるこ回受けていない又は麻しんの予

防接種歴が不明である者に対しては、当該予防接種を受けることを強く推奨
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する必要がある。とりわけ、医療機関及び児童福祉施設等の職員等のうち、

特に定期の予防接種の対象となる前であり抗体を保有しない零歳児、免疫不

全者及び妊婦等と接する機会が多い者に対しては、当該予防接種を受けるこ

とを強く推奨する必要がある。」等と定められました。

つきましては、上記内容について御了知いただくとともに、改正後の指針

の内容も踏まえ下記のとおり児童福祉施設等において御協力いただきたい事

項を具体的に整理しましたので、貴管内の児童福祉施設等に対し、広く周知

していただきますようお願いします。

また、保育所における麻しんを含めた感染症対策については、厚生労働省

がとりまとめた「保育所における感染症対策ガイドライン」も参照いただき

ますよう、併せて周知のほどよろしくお願いします。

なお、別紙 3のとおり各都道府県等衛生主管部局宛て通知しましたので、

御承知おきいただきますようお願いします。

記

児童福祉施設等において行われる労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

第66条に規定する健康診断の機会等を利用して、当該施設等の職員の麻しん

のり患歴(過去に検査診断で確定したものに限る。以下同じ。)及び予防接

種歴(母子健康手帳、予防接種済証等の記録に基づくものに限る。以下同じ。)

を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しん

の予防接種を必要回数(現行の定期の予防接種において必要とされる回数を

いう。)である 2回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合

には、別紙 4のリーフレット等を用いて、当該予防接種を受けることを推奨

すること。

とりわけ、児童福祉施設等の職員等のうち、特に定期の予防接種の対象と

なる前であり抗体を保有しない零歳児と接する機会が多い者に対しては、当

該予防接種を受けることを強く推奨すること。(改正後の指針第三の三の 1

関係)

参考 1 :麻しんについて

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/k 

ekkaku-kansenshou/measles/index.html 

参考 2 :改正後の指針全文

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.tdf 
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参考 3 :保育所における感染症対策ガイドライン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintouj 

idoukateikyoku/0000201596.pdf 
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公益社団法人日本医師会

感染症危機管理対策室長釜沼敏殿

く別紙3 > 

健健発0425第 4号

健感発0425第 4号

平成31年 4月25日

厚生労働省健康局健康課長

(公印省略)

厚生労働省健康局結核感染症課長

(公印省略)

麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(協力依頼)

医療機関における麻しん対策については、別紙 1の「麻しんの予防接種の

推奨の周知について(協力依頼) J (平成30年 5月16日健健発0516第 1号厚

生労働省健康局健康課長通知・健感発0516第 1号結核感染症課長通知)等に

より、これまで御対応いただいているところです。

今般、厚生科学審議会における議論を踏まえ、別紙 2 r麻しんに関する特

定感染症予防指針の一部改正についてJ (平成31年 4月19日健健発0419第 1

号厚生労働省健康局健康課長通知・健感発0516第 1号結核感染症課長通知)

で各都道府県等に通知したとおり、平成31年 4月19日に麻しんに関する特定

感染症予防指針(平成19年厚生労働省告示第422号。以下「指針j という。)

が改正され、 「医療機関、児童福祉施設等及び学校等(幼稚園、小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等

専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)の職員等は、乳幼児、

児童、体力の弱い者等の麻しんにり患すると重症化しやすい者と接する機会

が多いことから、本人が麻しんを発症すると、集団発生又は患者の重症化等

の問題を引き起こす可能性が高い。このため、医療機関、児童福祉施設等及

び学校等の職員等のうち、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、

かつ、麻しんの予防接種を必要回数であるこ回受けていない又は麻しんの予

防接種歴が不明である者に対しては、当該予防接種を受けることを強く推奨

する必要がある。とりわけ、医療機関及び児童福祉施設等の職員等のうち、

特に定期の予防接種の対象となる前であり抗体を保有しない零歳児、免疫不

全者及び妊婦等と接する機会が多い者に対しては、当該予防接種を受けるこ

とを強く推奨する必要がある。 J等と定められました。

つきましては、上記内容について御了知いただくとともに、!改正後の指針
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の内容も踏まえ下記のとおり医療機関において御協力いただきたい事項を具

体的に整理しましたので、貴管内の医療機関に対し、広く周知していただき

ますようお願いします。

また、医療機関での麻しん対応については、国立感染症研究所感染症疫学

センターが作成した「医療機関での麻疹対応ガイドラインJも参照いただき

ますよう、併せて周知のほどよろしくお願いします。

なお、別紙 3のとおり各都道府県等衛生主管部局宛て通知しましたので、

御承知おきいただきますようお願いします。

ロい==H 

医療機関の職員等に対し、麻しんのり患歴(過去に検査診断で確定したも

のに限る。以下同じ。)及び予防接種歴(母子健康手帳、予防接種済証等の

記録に基づくものに限る。以下同じ。)を確認し、麻しんに未り患又は麻し

んのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数(現行の定期

の予防接種において必要とされる回数をいう。以下同じ。)である 2回受け

ていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、別紙 4のリーフレ

ット等を用いて、当該予防接種を受けることを推奨すること。

とりわけ、医療機関の職員等のうち、特に定期の予防接種の対象となる前

であり抗体を保有しない零歳児と接する機会が多い者に対しては、当該予防

接種を受けることを強く推奨すること。(改正後の指針第三の三の 4関係)

参考 1 :麻しんについて

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/k 

ekkaku-kansenshou/measles/index.html 

参考 2 :改正後の指針全文

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf 

参考 3 :医療機関での麻疹対応ガイドライン

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/ 

guideline04_20160526.pdf 
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l都道府県l

各」保健所設置市ふ

|特別区|

母子保健主管部(局)長殿

く別紙4> 

健健発0425第 2号

健感発0425第 3号

子母発0425第 2号

平成31年 4月25日

厚 生 労 働 省 健 康 局 健 康 課 長

(公印省略)

厚生労働省健康局結核感染症課長

(公印省略)

厚生労働省子ども家庭局母子保健課長

(公印省略)

麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(協力依頼)

感染症対策及び母子保健の推進につきましては、平素より格別の御高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。

我が国における麻しん対策は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律(平成10年法律第114号)及び予防接種法(昭和23年法律第68

号)に基づき策定される麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年厚生労

働省告示第422号。以下「指針」という。)に沿って実施することとされてい

ます。

今般、厚生科学審議会における議論を踏まえ、別紙 1 i麻しんに関する特

定感染症予防指針の一部改正についてJ (平成31年 4月19日健健発0419第 1

号厚生労働省健康局健康課長通知・健感発0419第 1号結核感染症課長通知)

で各都道府県等衛生主管部局に通知したとおり、平成31年 4月19日に指針が

改正され、 「国は、都道府県を通じ、定期の予防接種の実施主体である市町

村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、確実に予防接種が行われ、各市町

村における第一期に接種した者及び第二期に接種した者の割合がそれぞれ九

十五パーセント以上となるよう、積極的に働きかけていく必要がある。具体

的には、市町村に対し、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二

条第一項第一号に規定する健康診査及び学校保健安全法(昭和三十三年法律

第五十六号)第十一条に規定する健康診断(以下「就学時健診」という。)

の機会を利用して、当該健康診査及び就学時健診の受診者の麻しんのり患歴
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(過去に検査診断で確定したものに限る。以下同じ。)及び予防接種歴(母

子健康手帳、予防接種済証等の記録に基づくものに限る。以下同じ。)を確

認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明月であり、かつ、麻しんの予

防接種を必要回数(現行の定期の予防接種において必要とされる回数をいう。

以下閉じ。)である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である

場合には、当該予防接種を受けることを勧奨するよう依頼するものとする。

また、定期の予防接種の受け忘れ等がないよう、定期の予防接種の対象者に

ついて、未接種の者を把握し、再度の接種勧奨を行うよう依頼するものとす

る。」等と定められました。

つきましては、上記内容について御了知いただくとともに、改正後の指針

の内容も踏まえ下記のとおり市町村において御協力いただきたい事項を具体

的に整理しましたので、貴管内の市町村に対し、広く周知していただきます

ようお願いします。

なお、別紙 2のとおり各都道府県等衛生主管部局宛て通知していることを

申し添えます。

記

衛生主管部局と連携し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第 1項

第 1号に規定する健康診査の機会を利用して、当該健康診査の受診者の麻し

んのり患歴(過去に検査診断で確定したものに限る。以下同じ。)及び第一

期(生後12月から生後24月に至るまでの間)の定期の予防接種(予防接種法

第第 2条第 4項の定期の予防接種をいう。以下同じ。)の接種歴(母子健康

手帳、予防接種済証等の記録に基づくものに限る。以下同じ。)を確認し、

麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの第一期の

定期の予防接種を受けていない場合には、受け忘れ等がないよう、適切に対

応すること。(改正後の指針第三の二の 2関係)

参考 1 :麻しんについて

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/k 

ekkaku-kansenshou/measles/index.html 

参考 2 :改正後の指針全文

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf 
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